
宮城県・仙台市防災局等誘致推進協議会規約（1/3）

（名称）

第１条 本会は、「宮城県・仙台市防災局等誘致推進協議会」（以下「協議会」という。）と称する。

（目的）

第２条 協議会は、地元関係機関が連携し、防災庁の地方機関として置かれる防災局及び文教研修施設（防災大学校（仮称））を宮城県・仙台市へ誘致することを目的とする。

（所掌）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事項を所掌する。

（１） 国及び関係機関等への要望に関すること。

（２） 地元関係機関との連絡調整に関すること。

（３） 前２号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。

（組織）

第４条 協議会は、別表の左欄に掲げる団体をもって構成し、協議会の委員は、同欄に掲げる団体の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる役職にある者をもって充てる。

２ 協議会は、その議決により、協議会を構成する団体を新たに加えることができる。

３ 委員の任期は、この規約を実施する日から協議会が解散する日までとする。
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（役員）

第５条 協議会に共同代表２名を置く。

２ 共同代表は、宮城県知事と仙台市長をもって充てる。

（会議）

第６条 共同代表のうち仙台市長は、必要に応じて協議会の委員を招集し、その議長となる。

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 共同代表のうち仙台市長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は説明を求めることができる。

５ 第2項の規定にかかわらず、第４条第２項の規定による団体の追加その他共同代表が特に必要があると認めた議事については、書面により議決することができる。
この場合において、当該議決は、委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は共同議長のうち仙台市長の決するところによる。

（事務局）

第７条 協議会の事務を処理するため、仙台市まちづくり政策局に事務局を置く。

２ 事務局に関して必要な事項は、仙台市長が定める。

（委任）

第８条 この規約に定める事項のほか、協議会の運営に関して必要な事項は、共同代表のうち仙台市長が定める。
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宮城県・仙台市防災局等誘致推進協議会規約（3/3）

団体名 団体での役職 氏名 協議会での職務

宮城県 知事 村井 嘉浩 共同代表

仙台市 市長 郡 和子 共同代表

宮城県議会 議長 佐々木 幸士 委員

仙台市議会 議長 野田 譲 委員

国立大学法人 東北大学 総長 冨永 悌二 委員

仙台商工会議所 会頭 藤﨑 三郎助 委員

一般社団法人 仙台経済同友会 代表幹事 菅原 裕典 委員

別表
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